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1 保険料の改定
自然災害による保険金のお支払いが増加していることなどから、損害保険料率算出機構が算出する参考純率（※１）が改定されました（※２）。
これを踏まえて弊社も保険料の改定を行います。
そのため、建物の所在地や補償内容などの契約条件により、現在のご契約と比べて保険料が増加または減少する場合があります。

2 建物「破損等」補償の自己負担額の設定方式を変更
保険の対象が建物の場合の「破損等」補償の自己負担額の最低額を５万円としました。
これにより、建物の自己負担額として、０円、１万円、３万円をご選択いただいた場合、建物の「破損等」補償の自己負担額は５万円となり
ます。

3 保険期間の上限を５年に変更

4 その他の改定

裏面もご確認ください。

ご契約いただける保険期間の上限を５年間に変更しました。

※1 参考純率とは、保険料全体の中で保険金のお支払いに充当される部分（一般商品では原価に相当）として算出され、保険会社が保険料設定の際に参考とすること
ができる料率です。

※2 2021年５月に損害保険料率算出機構が金融庁へ参考純率改定の届出を行いました。

　＊現在のご契約において建物の自己負担額を０円、１万円、３万円のいずれかでご契約されている場合、継続契約申込書では建物の「破損等」補償の自己負担額を
５万円としています。

　＊従来、最長10年間までご契約いただくことができました。現在のご契約において５年を超える保険期間でご契約されている場合、継続契約申込書では保険期間を
５年としています。

個人賠償責任危険補償特約、受託物賠償責任危険補償特約における被保険者の範囲を拡大し、被保険者が責任無能力者である場
合は、その法定の監督義務者等を被保険者に追加します。この改定により、認知症等の責任能力のない方が加害事故を起こして
しまい、ご親族が損害賠償責任を問われるケースが発生した場合であっても、補償することが可能となります。

個人賠償責任危険補償特約、受託
物賠償責任危険補償特約における
被保険者の範囲の拡大

誤って線路に立ち入る等して電車等を止めてしまった場合（電車等の財物損壊なし）に、振替輸送費用などの法律上の損害賠償
責任を負担することにより被った損害を補償の対象に追加します。

個人賠償責任危険補償特約への電
車等運行不能賠償補償の追加

賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約でご契約いただける保険金額の上限を３億円に変更しました。

＊従来、最高５億円までご契約いただくことができました。現在のご契約において保険金額を５億円でご契約されている場合、
継続契約申込書では保険金額を３億円としています。

賃貸建物所有者賠償責任危険補償
特約の保険金額の上限を３億円に
変更

新築割引の改定

項目 改定の概要

新築割引の割引適用条件を変更しました。

改定前
建物の建築年から保険始期年までが 10年未満の
場合

改定後
建物の建築年月の翌月から保険期間の初日の属す
る月までが 10年未満の場合

「SBI 損保の火災保険（住まいの保険）改定のご案内」は改定の概要をご説明するものです。商品や補償内容につきまして、詳しくは「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」、
「ご契約のしおり」内の「住まいの保険　普通保険約款・特約」にてご確認ください。
なお、お客さまの保険期間によっては、過去のご契約時にお知らせした内容と重複したご案内となることがありますので、あらかじめご了承ください。

改定のご案内
（住まいの保険）

平素より弊社をご愛顧いただき、まことにありがとうございます。
弊社では、2022年10月１日以降を保険期間の初日（保険始期日）とするご契約より、
SBI損保の火災保険（住まいの保険）を改定いたします。

2022年
10月1日以降を
保険期間の初日とする
ご契約者のみなさまへ

2022年
10月1日以降を
保険期間の初日とする
ご契約者のみなさまへ



継続契約におけるご注意

＜建物完成年月を確認できる主な書類＞
・登記簿謄本または全部事項証明書
・検査済証　・重要事項説明書

　同封の「継続契約申込書兼意向確認書」に表示されている「建築年月」が、建物完成年月（建物の建築工事が完了した年月）
になっていることを確認のうえ、お申込みください。初回契約の際に建物完成予定年月をご申告いただいた場合、建物の建築工
事が完了した年月が建物完成予定年月と異なっているときは、改めて建物の建築工事が完了した年月をご申告ください。
　なお、建物完成年月の確認のため、確認資料のコピーをご提出いただく場合があります。

ＳＢＩ損保の火災保険（住まいの保険） 商品改定履歴
「住まいの保険」は、2022年 9月 30日以前を保険始期日とするご契約では最長で 10年の保険期間となるため、お客さまのご契約中
に複数回の商品改定が行われている場合があります。
以下に過去の改定履歴を掲載しておりますので、あわせてご確認くださいますようお願いいたします。

賃貸用住宅建物（アパート・マンション等の一棟全体）を保険の対象とできるよう
になりました。

損害保険料率算出機構の参考純率改定に伴い、保険料改定を行いました。

建築年から保険始期年までの年数が 10年未満の場合に適用となる新築割引を新設
しました。

賃貸用住宅建物の給排水設備等からの漏水等で建物の所有者が法律上の損害賠償責
任を負担した場合の損害を対象外とする特約を新設しました。

賃貸用住宅建物の所有者が建物の所有、使用、管理または賃貸業務等の遂行に起因
する偶然な事故によって、法律上の損害賠償責任を負担した場合の損害を補償する
「賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約」を新設しました。

賃貸用住宅建物のお引受けの開始

保険料の改定

新築割引の新設

漏水補償対象外特約の新設
（賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約用）

2018年３月改定

2020年１月改定

損害保険料率算出機構の参考純率改定に伴い、保険料改定を行いました。保険料の改定

配偶者が被保険者となる各補償において、同性パートナー（戸籍上の性別が同一で、
法律上の婚姻と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状
態にある方）も配偶者と同様に補償の対象としました。

新築割引の割引率を細分化し、都道府県、建物の構造、築年数に応じた割引率に改
定しました。新築割引の改定

2021年４月改定

改定時期 改定項目 改定内容
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